
天草市地域防災計画 令和３年度修正の概要

個別受信機の設置、警報サイレン・警告灯の増設等、あらゆる手段による避難の

発信

１．防災基本計画修正（Ｒ２．５）の反映

① 災害リスクととるべき行動の理解促進

② 応急対策職員派遣制度の活用など応援団体との連携

③ 避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の平時からの検討、実施

④ 災害対応における男女共同参画の推進

①避難勧告の廃止（避難指示への一本化）

２．災害対策基本法改正に伴う修正

修正の趣旨

天草市地域防災計画については、災害対策基本法第４２条に基づき、毎年必要な修正を行って

いますが、国や地方公共団体の防災対策の基本である防災基本計画の改正を受けた熊本県地域

防災計画の修正事項等に対応するとともに、より一層適切に災害対策を推進するため、所要の修

正を行うものです。

主な修正項目

① 命を守る「マイタイムライン」の普及

② 地区防災計画の作成推進

③ リアルハザードマップの取組推進

④ 戸別受信機の設置、警報サイレン・警告灯の増設等、あらゆる手段による避難の発信力

強化

⑤ 要配慮者利用施設での避難確保計画の作成及び訓練実施

⑥ 高齢者や障がい者など配慮が必要な全ての世帯での要支援者個別計画の作成・検証

⑦ 広域避難や予防的避難の積極的な実施

⑧ 気候変動による水災害リスクの増大に備える流域治水への転換

⑨ 災害廃棄物の仮置場候補地の選定等

３．熊本県独自の修正（令和２年７月豪雨の振り返りを踏まえた修正等）

天草市地域防災計画 令和３年度修正の概要

1

資料３－１



１．防災基本計画修正（R2.5）の反映

①災害        行動 理解促進    
・市と県は、ハザードマップ等の配布又は回覧に際して、居住する地域の災害リスク

や住宅の条件等を考慮したうえで取るべき行動や適切な避難先を判断できるよう周

知に努めることを明記

・市と県は、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないことや警戒レベル４で

「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進

に努めることを明記 ⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-3

②応急対策職員派遣制度 活用  応援団体  連携
・市と県は、訓練等を通じて「応急対策職員派遣制度」を活用した大規模災害時にお

ける応援職員の受け入れについて、活用方法の習熟等に努めることを明記

※応急対策職員派遣制度…大規模災害発生時に被災都道府県内の地方公共団体による応援職員の
派遣だけでは完結して災害対応業務を実施できない場合、被災都道府県以外の地方公共団体から
応援職員を派遣する制度

・市と県は、他の地方自治体との相互応援協定の締結に努めることや民間団体と連

携を図ることを明記 ⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-17

⇒【地震・津波災害対策編】 新旧対照表 2-15

③避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の平時からの検討、実施
・市は、患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担

当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用を含めて検討するなど

必要な措置を講じるよう努めることを明記

⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-9

⇒【地震・津波災害対策編】 新旧対照表 2-8

１．防災基本計画修正（R2.5）の反映

④災害対応    男女共同参画 推進
・県と市は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応について

庁内及び避難所等における連絡調整を行うことを明記

・また、男女共同参画センターが地域における防災活動の推進拠点となるよう、防災

部局と男女共同参画担当部局が連携し、それぞれの役割を明確化しておくよう努め

ることを明記

⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-12

⇒【地震・津波災害対策編】 新旧対照表 2-11

2



①避難勧告の廃止（避難指示への一本化）
・ 5段階の警戒レベルのうち、警戒レベル４の避難勧告と避難指示（緊急）の意味の

違いが住民に理解されていなかったことから、避難のタイミングを明確にするため、

警戒レベル４の避難勧告と避難指示（緊急）を「避難指示」に一本化し、従来の「避

難勧告」の段階から「避難指示」を行うことを明記

⇒ 【地域防災計画】及び【水防計画】について

○避難準備・高齢者等避難開始を高齢者等避難

○避難勧告、避難指示（緊急）を避難指示

○災害発生情報を緊急安全確保

に変更

２．災害対策基本法改正に伴う修正２．災害対策基本法改正に伴う修正

①命を守る「マイタイムライン」の普及
・県と市は、地域における自助・共助の推進を目的として、確実

な避難による“逃げ遅れゼロ”を実現するため、住民一人一人

があらかじめ災害時の避難行動を時系列にまとめる「マイタイ

ムライン（防災行動計画）」を普及することを明記

⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-6

⇒【地震・津波災害対策編】 新旧対照表 2-1

②地区防災計画の作成推進
・市は自主防災組織と連携して、災害時に地域住民の安否確認や避難行動要支援者

等の避難支援、避難所の自主運営等が円滑に行われるよう、平時からその活動状

況を把握するとともに、地区防災計画の作成推進や訓練等を通して連携体制を確保

することを明記 ⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-7

⇒【地震・津波災害対策編】 新旧対照表 2-3

３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正
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③リアルハザードマップの取組推進
・県と市は、住民がより理解しやすいような工夫

をした案内標識、誘導標識等の設置によるリア

ルハザードマップの整備に取り組むことを明記

⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-11

④戸別受信機 設置、警報サイレン・警告灯の増設等、
    手段   避難 発信力強化

・市は、過去の災害における住民の避難状況等を踏まえ、戸別受信機の設置、警報サ

イレン・警告灯の増設等、その地域の特性に適したあらゆる手段を講じて避難の発信

力強化を進めることを明記 ⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-11

３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正

⑤要配慮者利用施設  早期 避難確保計画の作成及び訓練実施
・浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地

を定められた全ての要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作

成し、避難誘導等の訓練を実施することを明記

⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-2

⑥高齢者や障がい者など配慮が必要な全ての世帯での
要支援者個別計画の作成・検証

・市は、高齢者や障がい者等、配慮が必要な一人一人の避難行動要支援者に対して

具体的な避難支援計画（個別計画）の策定に努め、県は、実効性の高い個別計画の

策定や訓練実施を支援することを明記

⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-14

⇒【地震・津波災害対策編】 新旧対照表 2-12

３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正
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⑦広域避難や予防的避難の積極的な実施
・県と市は、これまでも取り組んできた予防的避難の取組を推進するとともに、広域避

難については、災害発生のおそれ段階であっても、必要と認めるときは、広域避難を

検討・実施することを明記

※＜広域避難＞一つの市町村の区域を越えて広域的に住民が避難すること。

⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-12

⇒【地震・津波災害対策編】 新旧対照表 2-10

⑧気候変動   水害    増大 備  流域治水  転換
・気候変動による水害リスクの増大に備えるため、流域に関わる関係者が主体的に

取り組む社会を構築する必要があることから、あらゆる関係者の取組による流域全体

で水害被害を軽減する「流域治水」への転換を進めることを明記

⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 2-1

３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正

⑨災害廃棄物の仮置場候補地の選定等
・ 市は、災害廃棄物の処理を早期に完了するため、あらかじめ、災害廃棄物の仮置

場候補地の選定・確保、動線やレイアウトの検討等に努めることを明記また、仮置

場候補地については、周辺環境や交通アクセス等に留意するとともに、浸水想定区

域や河川敷、がけ地などの災害の恐れがある場所を避け、複数の候補地選定に努

めることを明記

⇒【一般災害対策編】 新旧対照表 3-51

⇒【地震・津波災害対策編】 新旧対照表 3-17

３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正３．主に令和２年７月豪雨に係る振り返りを踏まえた修正
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第３次天草市地域情報化計画（改訂：案） 

計画の目的 

天草市の地域情報化の目的は、第2次天草市総合計画に掲げたまちづくりの理念である

『人が輝き 活力あふれる 日本の宝島“天草”』を実現するために、情報化の側面から支

えることにあります。 

この目的を達成するために、地域情報化を総合的、体系的に推進するための基本的な考

え方や施策を示し、市民、事業者及び行政が相互に連携して自ら積極的 に地域情報化を

推進し、協働して地域課題の解決にあたる事を目的とします。 

改訂の理由 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、テレワークや遠隔授業の需要増による超

高速通信網の整備が急務となり、当初の計画を前倒しで整備することとなったため、地域

情報化計画の中での整備スケジュール等を変更するもの。 

【改定内容】  

≪見直し項目≫ 

ＩＣＴの進展による技術動向や社会情勢の変化に応じて、施策の内容及び実施期間等に

ついての見直し。 

具体的には、コロナ禍のテレワークや遠隔授業の需要増による超高速通信網の整備が急

務となっている中での、情報通信基盤（光ファイバー）の整備スケジュール等の変更。 

（第３次天草市地域情報化計画 P16） 

3.3.3 整備スケジュール 

整備方法として、本庁から各支所までの天草市広域ネットワークを光ファイバを活用し

て整備することから、 各支所近くに送受信装置を設置しエリアを拡張 します。 

2019年度 対象地区 有明町赤崎、天草町高浜、河浦町一町田 

2020年度 対象地区 有明町上津浦、有明町下津浦 、河浦町新合 

2021年度 未定   （インターネット加入希望調査を実施し選定）情報通信基盤の 

整備へ向けた検討 

  2019年度～2020年度 ADSL12メガの地区の整備 

  2021年度      ADSL47メガの地区を整備 

今回の整備後においても、電気通信事業者の維持管理や運営コストなどの問題もあ

り、整備が進まない山間部など集落から離れた地域においては、光ファイバー以外の

方法により対応を行う。 

≪参考≫ＡＤＳＬ ４７メガ地区 

本渡（宮地岳）、牛深（魚貫、二浦、深海） 有明町（大浦、須子、楠甫）、 

五和（城河原、手野） 天草（下田、福連木、大江）河浦（富津、宮野河内） 

改訂：案 
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